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(1) 取組の背景と目的 

▶ 地域福祉計画は、地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、地

域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解

決のために必要となる施策の内容や量、体制等を協議の上、目標を設定

し、計画的に整備していくことを内容とするものです。 
 

▶ この計画の策定については、平成12年の改正社会福祉法で新たに規

定され、その後、平成30年の法改正により、これまで任意とされていた

ものが努力義務化されました。 
 

▶ 全国的な策定状況は年々高まりつつあり、都道府県計画の策定率が平

成31年には100%に達し、市町村計画も令和４年時点で84.8%となって

いる中、道内市町村に限ってみると、その策定率は63.1%にとどまって

おり、全国平均を下回る状況が認められています。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本的な進め方（課題） 

▶ 地域福祉計画は、地域共生社会の実現を目指すための法定計画である

ことから、地域福祉の充実に向けて、全ての市町村で策定され、計画的

な分析・評価と必要に応じた見直しが行われるよう推進していく必要が

あります。 
 

▶ 地域福祉計画の策定に当たっては、既存の他計画において、地域福祉

計画に盛り込むべき事項が記載されている場合には、その重なる部分を

もって地域福祉計画の一部にすることもできるとされており、こうした

考え方も参考として、広く策定を進めていくことが必要です。 
 

▶ 市町村の人口規模や社会資源の状況は様々であることから、それぞれ

の実情に応じた地域福祉計画を策定することが何より重要であり、振興

局や保健所等が地域ごとに助言を行うなど、各市町村において、多様性

を持った計画策定が可能となるよう支援することが求められています。 

 
第４章 地域福祉を推進するための具体的な取組  

市町村の体制づくり  １ 
 施策項目 

【1】地域福祉計画の推進支援 

資料：厚生労働省「地域福祉計画策定状況等調査結果」（令和４年４月時点） 

63.1%

84.8%

6.2%

4.9%

30.7%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

② 本道（n＝179）

① 全国（n＝1,741）

ａ．策定済み

ｂ．策定予定

ｃ．未策定



- 16 - 

 

 

 

 

 

(3) 具体的な取組 

➊ 人口規模等に応じた地域福祉計画の策定支援 ……………………… 

地域福祉計画の策定状況について、全国的に80%超の市区町村が策

定済みとなっている中、道内市町村においては、策定作業を担う人材

不足や策定体制の確保が困難であることなどにより、他の都府県に

比べて策定率が低い状況にあります。 
 

道内市町村の策定率を振興局ごとにみると、地域差が顕著であり、

90%を超えている振興局がある一方、20～30%台にとどまっている振

興局も複数認められます。 
 

また、人口規模別にみると、令和４年４月時点で「未策定」の市町

村は全てが５万人未満であり、その中でも５千人未満の小規模町村

が半数以上を占めている状況にあります。 
 

こうした動向を踏まえ、道では、策定率に課題がある地域単位を集

中的に支援する観点から、個別の現地訪問や意見交換を行うなどし

て、全市町村での計画策定が達せられるよう努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.0%

37.5%

100.0%

66.7%

50.0%

25.0%

82.6%

71.4%

54.5%

42.9%

90.9%

65.0%

87.5%

29.2%

40.0%

12.5%

25.0%

4.3%

14.3%

9.1%

12.5%

20.0%

50.0%

33.3%

50.0%

50.0%

13.0%

28.6%

45.5%

42.9%

35.0%

12.5%

58.3%
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⑭ 根室

⑬ 釧路

⑫ 十勝

⑪ オホ

⑩ 宗谷

⑨ 留萌

⑧ 上川

⑦ 檜山

⑥ 渡島

⑤ 日高

④ 胆振

③ 後志

② 石狩

① 空知

ａ．策定済み

ｂ．策定予定

ｃ．未策定

資料：厚生労働

省「地域福祉計

画策定状況等調

査結果」（令和４

年４月時点） 

振興局ごと 

の 策 定 率 

10 (18.2%)

12 (21.8%)

33 (60.0%) １万人以上

５万人未満

５千人以上

１万人未満

５千人未満

人口：北海道「住民基本台帳人口・世帯数（令和５年１月１日現在）」 
未策定 

ｎ＝55 

未策定市町村の人口規模 
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❷ 地域福祉活動計画との一体的な策定等 ……………………………… 

市町村社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進す

る中心的な団体に位置付けられており、住民主体を旨とした社会参

加の推進やボランティア活動、福祉教育、まちづくり等の知見と経験

を有しているため、地域福祉計画の策定に当たっては、社会福祉協議

会の積極的な協力を得ることが期待されます。 
 

社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動（実践）計画」は、住民

や社会福祉活動を行う事業者等が相互に協力し、地域福祉の推進を

目指す民間の行動計画であることから、地域福祉計画と一体的に策

定するといった方法のほか、その内容の一部を共有したり、地域福祉

計画の実現を支援するための施策を盛り込むなど、互いに連携を図

っていくことが有効とされています。 
 

また、地域福祉に関する事業の効果的な実施の観点から、人口や面

積が小規模な市町村においては、複数の市町村が合同して地域福祉

計画を策定することも考えられるとされています。 
 

道内では、下表のとおり、令和４年度時点で計25の市町村において

市町村計画と地域福祉活動計画の一体的な策定が行われているとこ

ろであり、道としては、こうした取組例を広く周知するなどして、地

域福祉計画の効果的な策定を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉計画と地域福祉活動計画を 

一体的に策定している市町村の状況 

一体的に策定している市町村の人口規模 

(市町村) 

社会福祉協議会 

25 (22.1%)

88 (77.9%)

地域福祉活動計画と一体的に策定

市町村単独で策定

策定済み 

ｎ＝113 

16カ所

4カ所
2カ所 1カ所 2カ所

0

4

8

12

16

５千人未満 ５千人以上

１万人未満

１万人以上

５万人未満

５万人以上

10万人未満

10万人以上

資料：厚生労働省

「市町村地域福祉

計画及び都道府県

地域福祉支援計画

の策定状況等調査」 
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➌ 住民参加や民間企業との協働による策定 …………………………… 

地域福祉計画の策定に当たっては、住民の主体的な参加が重要と

なります。住民や支援を必要とする方自身が地域福祉に関するニー

ズ調査に参加したり、現状を把握することなどを通じて、地域生活課

題を明らかにし、その解決に向けて活動する気持ちを醸成すること

が大切です。 
 

こうした住民による関心の共有化を契機として、地域は自主的に

動き始めることとなるものであり、より多くの地域生活課題にも視

野を広げ、自ら主体的に活動し続けることが、地域福祉の推進につな

がっていきます。 
 

行政のみならず、住民参加や民間企業との協働により策定した地

域福祉計画の例として、道内市町村では、次のとおりその一部を調

査・研究会社等に委託するなどして、ニーズ調査やヒアリング、パブ

リックコメントの実施等を行っており、道では、このような協働の取

組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (27.0%)

10 (27.0%)

24 (64.9%)

15 (40.5%)

17 (45.9%)

26 (70.3%)

15 (40.5%)

20 (54.1%)

28 (75.7%)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

ｉ．その他

ｈ．パブリックコメントの実施支援

ｇ．計画の策定

ｆ．計画策定会議の開催・運営

ｅ．計画に記載する事業の評価・検証

ｄ．地域課題の整理・集約等

ｃ．庁内関係課へのヒアリング

ｂ．関係機関・団体へのニーズ調査

ａ．住民へのニーズ調査

37 (35.9%)

66 (64.1%)

委託した部分がある

委託していない

Ｒ３ 

策定済み 

ｎ＝103 

資料：Ｒ４道独自調査 
民間企業への委託により 

策定した市町村の状況  

委託した業務・取組の内容 

（複数回答） 
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(1) 取組の背景と目的 

▶ 都道府県による地域福祉支援計画は、市町村の区域を包含する行政主

体として、広域的な観点から、市町村の地域福祉を推進していくことが

役割とされています。 
 

▶ その取組に当たっては、市町村の規模や地域特性、各種施策への取組

状況等に応じた支援を行っていく必要があります。 
 

(2) 基本的な進め方（課題） 

▶ 市町村への広域的支援は、各圏域の福祉事務所や保健所等が主体にな

るなど、都道府県の関係部署が積極的に参加することが基本になるとさ

れています。 
 

▶ 支援に携わる職員の所属や職種は様々ですが、地域福祉活動の展開方

法や支援に関する知識と技術を有する社会福祉士、保健師等の専門職が

中核的な役割を果たすことが期待されています。 
 

(3) 具体的な取組 

市町村が設置する地域包括支援センターは、地域包括ケアシステム

（住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される包括的な

サービス提供体制）を進めていくための中核的な機関に位置付けられて

おり、道では、センターによる高齢者や家族に対する総合的な相談支援

業務、高齢者虐待等の権利擁護業務、介護予防ケアマネジメント業務、

関係機関との連携構築、地域ケア会議の運営等の機能強化を図るため、

センター職員を対象とした意見交換会や研修会を開催するなどして、広

域的な支援に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策項目 

【2】市町村の地域特性に応じた広域的支援 

地域包括支援センターの役割と道による広域的支援の概要 

社福士 保健師 

主任ケアマネ 

 

 ワンストップ相談 

 専門職（３職種）の配置 

総合相談支援 １  

 長期継続ケアマネジメント 

 地域包括ケアシステムの確立 

ケアマネジメント支援 ３ 

 

 権利擁護に関する相談対応 

 早期発見のネットワーク構築 

権利擁護 ２  

 予防給付のケアマネジメント 

 予防と悪化防止の一体的対応 

介護予防ケアマネジメント ４ 

市町村  道 
直営・委託等の方法

によりセンターを設置 

研修会や広域的な意

見交換会の開催 
センターの 

４つの機能 
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(1) 取組の背景と目的 

▶ 社会福祉法において、都道府県計画は、市町村による地域福祉計画の

達成に資する内容を定めることとされており、その具体的な内容の一つ

として、都道府県管内の福祉サービスに関する情報収集や提供システム

の構築が掲げられています。 
 

▶ このため、都道府県には、市町村における地域福祉の支援に向けて、

広域的・専門的な見地から、積極的な事業実施に関する助言や情報提供

を行っていく役割が求められています。 
 

(2) 基本的な進め方（課題） 

▶ 市町村が地域福祉を推進していくに当たっては、社会資源の状況や地

域生活課題等を幅広く把握し、他市町村の取組や福祉分野以外の施策に

ついても関心を持ち、理解していくことが求められます。 
 

▶ こうした必要性を踏まえ、都道府県は、管内市町村の地域福祉計画を

情報提供の素材とすることはもとより、多様な取組や社会資源に関する

情報を収集・集約し、広く共有する仕組みを構築していくことが重要に

なります。 
 

(3) 具体的な取組 

道では、共生の理念に基づく交流拠点の整備状況や社会福祉協議会が

行う地域福祉活動の実施状況、生活困窮者支援に関する意見交換会の開

催状況等を収集し、各市町村へ周知するほか、全道域の多様な機関で構

成する見守り支援会議の開催結果を幅広く共有するなど、地域福祉の推

進に関する情報提供や認識共有の場づくりに努めており、今後とも、こ

うした取組を定期的・継続的に行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策項目 

【3】地域福祉の推進に関する情報提供や認識共有の場づくり 

地域福祉に関する情報提供の取組例 

  共生の理念に基づく交流拠点の整備状況 

 社会福祉協議会が行う地域福祉活動の実施状況 

 生活困窮者支援の交流会や意見交換会の開催状況 

 市町村が独自に行う在宅福祉サービスの実施状況 

 全道域の多様な機関で構成する見守り支援会議の開催結果 

情報提供や道ホームページでの掲載 

地域福祉の推進に関する認識の共有 

道 内 市 町 村 の 

事業実施を支援 

 


